
災害協定に基づく協力要請の流れ【調達】

【基本要請手順】
大規模災害の

発 生 協 会 会 員

【基本要請手順】

事務所等

④対応可能な会員からの回答

①支援要請

③協会会員への情報収集

⑧特定・非特定会員

への連絡

⑨特定会員の通知
③協会会員への情報収集

東 方整備 ⑥調査結果の報告

②対応可能会員の情報収集依頼

関東地方整備局

（甲）

都県建設業協会

（乙）

⑥調査結果の報告

⑦調達指示、契約の締結等

建設資材納品
⑤会員の特定

【協会が対応不可能な場合の要請手順】

災害協定に基づく協力要請の流れ【調達】

【協会が対応不可能な場合の要請手順】
大規模災害
の 発 生

都県建設業協会

（乙）事務所等

（対応不可能）

被災

①支援要請

⑧特定会員の通知

都県建設業協会

支部

②協会へ要請 （対応不可能）

【事後処理】

契約の締結等

会 員会 員

（ 社）関東地方整備局

会 員

（Ａ社）

⑧特定会員の通知 支部契約の締結等

会 員

（ 社）

会 員

（Ｄ社）

（Ｃ社）（Ｂ社）関東地方整備局

（甲）

（Ａ社）
③会員への協力調査

④対応可能会員の回答

⑤会員の特定
（Ｅ社）（Ｄ社）⑥非特定会員への連絡

⑥特定会員への連絡

⑦調達指示

⑤会員の特定

特定された協会会員 建設資材納品
⑦調達指示


